
障第１１８７号 

令和８年１月１５日 

 

 各障害福祉サービス事業所等 管理者 様  

（岐阜市所管を除く） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

        障害福祉サービス等情報公表制度における令和７年度中に 

        報告すべき経営情報の対象について（通知） 

 

障害福祉行政の推進につきましては、日頃からご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記のことについては、令和７年９月８日付け障第６８４号において、（独）福祉医療機

構（ＷＡＭ）が運営するシステムを用いた経営情報の報告の開始と令和７年９月１日付け厚生

労働省事務連絡「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」の一部改正についてお

知らせしたところです。 

経営情報の報告の期限は、原則、当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後、３

月以内に行うものとしておりますが、経過措置として、「令和６年度決算情報」の報告は、障害

福祉サービス等事業者経営情報の報告期限を令和８年３月３１日までとしております。 

別紙の各決算月に属する事業所の令和８年度までの報告スケジュールをご確認のうえ、経

営情報の報告を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、令和７年１２月に決算を迎える事業所は、システムの仕様上、下図のとおり「令和７年

度決算情報」を報告する画面が表示されます（令和８年１月、令和８年２月に決算を迎える事業

所についても、決算月の翌月以降、同様の画面が表示されます）が、令和８年３月末までに「令

和６年度（2024年度）決算情報」を入力してください。また、「令和７年度（2025年度）決算情

報」については、令和８年４月～６月の間に入力してください。 

 

 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課事業所指導係 

担当係長 垣本 担当 島田 

連絡先 058-272-1111（内線3490） 



 

（参考）システム画面 

 

  

 

・決算月を12月（令和８年１月、令和８年２月も同様）と入力

すると、会計年度が「2025 年度」と表示されますが、令和

８年３月末までに「令和６年度（2024 年度）決算情報」を入

力してください。 

 

・「令和７年度（2025 年度）決算情報」については、令和８

年４月～６月の間に入力してください。 


